
名張市入札に係る積算疑義申立て手続に関する要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市が発注する工事又は委託（測量又は工事に係る補償積算、調査

若しくは設計の委託に限る。以下同じ。）に係る入札（条件付き一般競争入札をいう。

以下同じ。）の参加者（以下「入札参加者」という。）が本市に対し積算疑義を申し立

てる場合の手続を定めることにより、入札手続の透明性及び公正性を確保することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「積算疑義」とは、本市が発注する工事又は委託に係る入札に

おいて入札実施前に公表された設計図書に含まれる設計書についての積算上の疑義（入

札実施前に本市に質問を行うことにより確認することが可能であったと認められるもの

を除く。）であって、金額入り設計書（金額及び数量が記載された設計書をいう。以下

同じ。）を確認しなければ判明しないものをいう。 

（申立ての手続） 

第３条 入札参加者は、積算疑義があると思料するときは、市長に対し、その旨を申し立

てることができる。 

２ 前項の規定による申立て（以下「積算疑義の申立て」という。）は、開札の手続が終

了した後、当該入札に係る開札結果を本市が公表した日の翌日（その日が名張市の休日

を定める条例（平成元年条例第１号）第１条に規定する市の休日（以下「市の休日」と

いう。）に当たるときは、その日後の最初の市の休日でない日）の午後３時までに行わ

なければならない。 

３ 入札参加者は、積算疑義の申立てを行おうとするときは、疑義申立書（様式第１号）

に積算疑義があると思料する事項について自ら積算した結果その他必要な書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

４ 開札の手続は、その途中において入札参加者が積算疑義を申し立てた場合であっても、

これを続行するものとする。 

（他の入札参加者への通知） 

第４条 市長は、積算疑義の申立てがあったときは、当該入札に係る全ての入札参加者（当

該積算疑義の申立てを行った者を除く。）に対し、疑義申立通知書（様式第２号）によ

り、積算疑義の申立てがあった旨を通知するものとする。 

（申立てに対する確認の結果の通知） 

第５条 市長は、積算疑義の申立てがあったときは、当該積算疑義の申立てがあった日の

翌日から起算して５日を経過する日（当該積算疑義に係る設計書の積算内容の確認に期

間を要する場合にあっては、当該期間を経過する日）までに、当該積算疑義の申立てを

した者を含む当該入札に係る全ての入札参加者に対し、その確認の結果を、疑義申立て



に対する確認結果通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

（準用等） 

第６条 前３条の規定は、本市が発注する工事又は委託に係る入札の予定価格、最低制限

価格等の設定の疑義について準用する。 

２ 本市が発注する工事又は委託であって見積合わせを実施した上で随意契約を締結する

ものに係る設計図書に含まれる設計書についての積算上の疑義については、この要綱に

定める手続の例により、市長に対する申立てをすることができる。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 
年  月  日 

（宛先） 

名張市長 

 

（申立者） 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名 

 

疑 義 申 立 書 

 

 次の工事又は委託に係る入札について、設計書の積算上の疑義があるので、名張市入札

に係る積算疑義申立て手続に関する要綱（令和４年名張市告示第１５７号）第３条の規定

により、申し立てます。 

 

工事又は委託業務の名

称 
 

入  札  日 年  月  日 

申立て理由及び疑義内

容 

 
 
 
 
 

担当者氏名  連絡先  
備考 

１ 申立て理由及び疑義内容の欄には、積算疑義に関する具体的な項目を記載してくだ

さい。 

２ 申立ての根拠となる積算資料等を添付してください。 

３ 疑義の申立てができる者は、入札参加者に限ります。 

４ 疑義の申立ての期限は、本市が開札結果を公開した日の翌日の午後３時まで（その

日が名張市の休日を定める条例（平成元年名張市条例第１号）第１条に規定する市

の休日に当たるときは、当該休日の翌開庁日の午後３時まで）とします。この期限

を過ぎた申立ては、受け付けません。 



様式第２号（第４条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

     様 

 

名張市長 

 

 

疑義申立通知書 

 

 

次の工事又は委託に係る入札について、入札参加者から設計書の積算上の疑義の申立て

がありましたので、名張市入札に係る積算疑義申立て手続に関する要綱（令和４年名張市

告示第１５７号）第４条の規定により通知します。 

なお、当該申立てを受けて積算内容を確認するため、落札候補者又は落札者の決定及び

開札結果の公表を延期します。 

 

工事又は委託業務の名称  
入   札   日 年  月  日 
疑義申立書受付日時 年  月  日     時   分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

     様 

 

名張市長 

 

 

疑義申立てに対する確認結果通知書 

 

 

 年月日付けで申立てのあった次の工事又は委託に係る入札についての設計書の積算上の

疑義について、設計書の積算内容を確認したので、名張市入札に係る積算疑義申立て手続

に関する要綱（令和４年名張市告示第１５７号）第５条の規定に基づき、その結果を通知

します。 

 

 

工事又は委託業務の名称  
入   札   日 年  月  日 

確認の結果の内容  

 

 

 


